
 
令和７年６月２０日 

（お知らせ）フリーランス・事業者間取引適正化等法第２章の処理状況について 

 

特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律（令和５年法律第 25 号。以 

下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」という。）は、特定受託事業者に係る 

取引の適正化及び特定受託業務従事者の就業環境の整備等を目的として、令和

５年４月 28 日に成立し、令和６年 11 月１日に施行されました。 

中小企業庁は、フリーランス・事業者間取引適正化等法に違反する疑いのある行

為の発見に努め、違反行為が認められた業務委託事業者に対しては、同法に基

づき迅速かつ適切に対処することとしています。 

中小企業庁におけるフリーランスに係る取引の適正化に向けた取組及びフリーラ

ンス・事業者間取引適正化等法第２章の処理状況は、以下のとおりです。 

 

① フリーランス・事業者間取引適正化等法の違反被疑に係る申出件数 ５７件 

※令和７年３月３１日時点 

② フリーランス・事業者間取引適正化等法第２条第６項に規定する特定業務委

託事業者（発注事業者）に対して実施した指導件数 １件 

※令和７年５月３１日時点 

③ フリーランス・事業者間取引適正化等法第２２条に基づき、特定業務委託事

業者（発注事業者）に対して実施した助言件数 ７件 

※令和７年５月３１日時点 

④ 令和６年度に実施した「フリーランスとの取引に関する調査」（※）において、フ

リーランス・事業者間取引適正化等法第２章（取引適正化）に違反するおそれ

があると考えられる事業者に対して実施した注意喚起件数 ７９３件 

※公正取引委員会・中小企業庁・厚生労働省において、フリーランス・事業者間取引適正化

等法の規定に基づき、フリーランスとの取引に関する調査を実施したもの。 
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